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Healthy discussion on accepting immigrants into Japan has been stalled due to the persistent negative 

images about immigrants among the public.  They include the increase of immigrants will raise criminal 

rate and take away jobs from the Japanese youth.  It is therefore important to create righteous image of 

immigrants based on the reality.

Accepting immigrant policy will be divided into two main measures such as “soft landing actions” and 

“changing Japanese perception on immigrants.”  Japan has a variety of experiences of soft landing actions 

generally called “multi-cultural symbiosis (tabunkakyosei).”  On the other hand Japanese experiences on 

measures of “changing Japanese perception on immigrants” are quite skimpy. 

Measures of “changing Japanese perception on immigrants” are three-fold. First, it is important 

to spread accurate data of immigrants including criminal rate.  Second, it should be emphasized that 

Japanese should have accurate sense of crises due to depopulation.  Third, it is hopeful for Japanese to 

have clear understanding the contribution that immigrants to make to the Japanese society along with 

simple labor source.

Japan Center for International Exchange (JCIE) has proposed special immigrants zone to the 

governmental program called National Strategy Special Zone.  JCIE’s proposal is to accept young 

Filipinos to Takikawa in Hokkaido where they will work as farmers getting special visa as permanent 

resident which is not admitted in the current immigration law.  This proposal is expected to kindle the 

discussion on immigrants in Japan which has been almost regarded as social taboo and has an impact to 

change Japanese mindset on immigrants.
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　本稿では，まず日本における移民研究全般の動向を，1990 年代初頭を区分点として概観する。

第一の時期については，1980 年代後半に外国人労働者の大量流入があったにもかかわらず本格

的な実証研究がないなかで，著者がはじめて全般的な実態解明をおこない，鎖国論および開国論に

たいして必然論を提唱したことと，日本における移民の存在のしかたの原点として 1990 年体制

が成立したことがのべられる。

　第二の時期については，生活者の視点にたつ諸研究が登場したことと，2000 年代にはいって「多

文化共生」の概念の妥当性をめぐる諸議論が活発化したことが整理され，社会変動の行為主体とし

ての移民という問題意識の不在と，国レベルの受けいれ政策の不在にたいする関心のすくなさが指

摘される。

　つぎに，『移民政策研究』にもとづいて設立後 5 年経過した移民政策学会の研究動向をみると，

移民政策が外国人「管理」へといちじるしく回帰していることにたいする関心が低いこととともに，

「文化」のハイブリッド化にたいする注目が少ないという傾向がある。

　移民研究がよってたつべき理論的視角としては，ナショナリズムにかわるコスモポリタニズムが

要請される。そこでは，移民受けいれが原則とされるとともに，文化のハイブリッド化とコスモポ

リタン・デモクラシーの確立のために，出身地とホスト社会をつなぐディアスポラとそのつくりだ

す公共圏の役割が重要となる。

　この講演では，1990 年代初頭以前と以後の日本における移民研究全般の動向，移民政策学会の

研究動向，これからの移民研究がよってたつべき理論の検討の順でおはなししていきたいとおもい

ます。
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ようとする経済界と，差別に反対する一部救援団体により支持されていました。それにたいして，

わたしは，外国人労働者が低賃金労働者であり人権侵害にさらされているという実態分析にもとづ

いて，「必然論」（unavoidability）をうちだしました。「必然論」とは，労働市場の最底辺におかれ

てしまう低賃金労働者としての外国人労働者は受けいれるべきではないが，すでに日本に滞在して

就労している外国人労働者については，その人権の擁護を最優先の課題とすべきだというものでし

た。そのさい，オリジナルな英文のタイトルが「新しい奴隷」と題されたロビン・コーエンの著

作 *4 からおおきな示唆をうけました。

⑶　日本における移民の存在のしかたの原点の成立

　1989 年に改定され 1990 年から施行された入管法により，「1990 年体制」と呼ばれるようになっ

た移民のありかたの原型が成立し，その基本的構造は現在まで存続しています。この改定法により，

日系人は入国や就労の制限なしに来日できるようになり，研修制度が改編されて低賃金労働力とし

ての合法的導入が可能となり，超過滞在など非正規の労働者の排除がはかられ，いわゆる高度な人

材については積極的に受けいれるなどの諸方針が確立しました。

　研修生については，わたしは入管当局の協力をえて，1990 年に受けいれ企業を対象とする郵送

調査をおこなうことができました。その結果は，座学の実施や残業の有無などを基準としたばあい，

偽装就労性がつよい企業が 54.1%，ある程度問題がある企業が 33.1%にもたっし，問題がない企業

はわずか 12.8%しかありませんでした。偽装就労率は企業規模がちいさくなるほどたかくなってい

ました *5。

　つぎに非正規滞在者についてですが，この人びとは 1993 年に 30 万人ちかくと現在までの最高

数にたっしていました。そのなかでイラン人は，最初は上野公園，つづいて代々木公園に毎日曜日

数千人の多数があつまることで当時目立っていました。そこで，イラン人にたいする面接調査を代々

木公園の入り口にあたる原宿駅を中心として首都圏各地で 1993 年 7 月に実施しました。その結果

をみると，経済的動機による「出稼ぎ派」は 45.7%と最多ではあったものの過半数にはたっしませ

んでした。それにたいし，外国で能力を発揮しようとしたり視野・見聞をひろげようとする「自己

実現派」が 29.8%，イスラーム革命により暮らしにくくなったイラン本国からの脱出をはかろうと

する「疑似亡命派」が 18.1%にものぼり，非出稼ぎ派の合計は出稼ぎ派を上回っていました *6。

2　1990年代初頭から現在

　1990 年代初頭のバブル経済の崩壊以降は，産業空洞化の進展に由来する影響もあいまって，外

国人労働力にたいする需要がいちじるしく低迷し，外国人労働者ひいては移民の増大のペースも

停滞傾向が顕著となりました。その一方で，すでに日本に滞在する移民の特定部分の定住化傾向が

すすみ，生活者としての実態の解明と権利の擁護が重要な課題として浮上してきました。それと関

連して，多用されてきた「多文化共生」という用語について，その定義や妥当性にかんする議論が

2000 年代なかば以降ひろくなされるようになってきました。

１　1980年代後半から1990年代初頭

⑴　1980年代後半における外国人労働者の大量流入と実証研究の不在

　1980 年代以前の日本への移民の流入について概観すると，第二次大戦後の最大の移民集団は在

日コリアンでした。この人びとについては，絶対数の多さや深刻な人権侵害，日本における社会的・

経済的・文化的重要性などにより，現在にいたるまで厖大な研究の蓄積がなされています。

　1960 年代後半から 1970 年代前半には，現在の状況の先駆けともいえる研修生の相当規模の流入

がありました。1972 年には日中国交正常化にともない，中国残留孤児および二世・三世の日本へ

の帰国ないし流入がはじまり，現在までつづいています。さらに，1970 年代末には，風俗関連産

業に従事する女性の外国人労働者が大量に登場しはじめました。また 1982 年の難民条約の発効に

ともない，1 万人をこえるインドシナ難民が受けいれられました。1980 年代後半のバブル経済は，

男性の外国人労働者を大量に引きよせました。

　その代表的なグループをみると，イラン人，パキスタン人，バングラデシュ人などビザの相互免

除協定により入国しそののち超過滞在者となった者，日本語学校の就学生として入国した中国人を

主体とする就労者，ラテンアメリカ日系人，研修生などがいました。

　この時期には，外国人労働者を受けいれるべきか否かについての観念的な議論が声高になされて

いたにもかかわらず，学問的研究は主として英連邦をふくむ欧米諸国や中東諸国の紹介にかぎられ

ており，日本に滞在する外国人労働者やその他の移民についての実証的研究は断片的なもの以外に

はほとんど存在しませんでした。

⑵　鎖国論および開国論にたいする必然論

　1988 年に，わたしは所属していた筑波大学社会学研究室の紀要に，外国人労働者の世界的・歴

史的移動の概況とその要因とを総合的に概観した論文を発表しました *1。そのさい，スティーブン・

カースルズとゴデュラ・コザックによる著作 *2 はとても参考になりました。紀要の論文は，毎日新

聞社の週刊誌『エコノミスト』に紹介されましたが，それをみた『エコノミスト』編集部から，日

本の外国人労働者についてはいまだにまとまった研究が存在しないから，長期連載をしないかとい

うお誘いをうけました。

　毎週 8000 字から 9000 字で計 25 回というきわめてきびしい条件で，これまでこの長期連載をひ

きうけた 2 人しかいない著者の両者とも連載終了後に大病をしているので，それについても覚悟

するようにとのことでした。熟考したのちにひきうける決意を固め，1988 年夏から 1 年間かけて，

実態調査をしたり既存の情報をあつめたりして準備をし，1989 年 8 月から連載を開始し，1990 年

3 月に完結することができました *3。ところがその 2 年後，案の定胃がんを発病し亜全摘手術をう

けざるをえないこととなり，編集部の預言は的中しました。

　当時の観念的議論は，鎖国論対開国論という図式でした。鎖国論は，単一民族のもとで育まれて

きた日本文化が崩壊するという論拠にたって鎖国を主張し，いっぽう開国論は労働力不足に対処し
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　このような状況のなかで，1990 年代に日本における移民研究の蓄積は質量ともに顕著にすすみ

ました。わたしは，移民研究について資料的価値があるとおもわれる調査，報告，政策提言，公的

施策などを包括的に採集・収録した『資料集成』を 1990 年代に計 3 点刊行しました *7 が，対象が

あまりに増加したためにこのような試みも 1998 年を最後として不可能となりました。

⑴　労働者とならぶ生活者の視点の登場

　生活者としての移民が形成する集住コミュニティ地域については，早くから本格的な研究がおこ

なわれてきました。その嚆矢となったものは，1990 年代初頭の池袋および新宿の実態調査であり，

2000 年代初頭には浜松市や群馬県太田市および大泉町についての本格的な研究がつづきました。

移民の生活実態については，国際結婚，子どもの教育問題，日本語の習得，医療などについての多

面的な研究がおこなわれてきました。労働者については，2000 年代なかばにブラジル人の就労構

造についての注目すべき実証的研究がなされました。

　非正規滞在者についても，出稼ぎ労働者ではなく日本社会に定住する生活者という性格をもつ

人々が増加してきました。著名な救援団体である APFS の支援をうけて，1999 年秋から在留特別

許可をもとめる非正規滞在者の法務省への一斉出頭行動がはじまりました。

　第一次出頭者は 5 家族 21 人，第二次出頭者は 4 家族 17 人でした。わたしはこの行動を支持す

る研究者グループの代表をつとめ，著名な学者をふくむ国外 118 人，国内 481 人にたっする研究

者の賛同をネットであつめることができました *8。日本も加盟している「子どもの権利条約」の条

文を強調した効果もあって，中学生以上の子ども（入学予定者をふくむ）をもつ 4 家族 16 人にたい

して 2002 年 2 月に在留特別許可がおりたことはおおきな成果でした。そののち，在留特別許可が

付与される条件は次第に明確化されて，毎年数千人にのぼる許可取得者がでるようになったことは

喜ばしいことです。

⑵　「多文化共生」をめぐる諸議論

　欧米の主要な移民受けいれ国では，とりわけオーストラリアやカナダにみられるように，多文化

主義にたつ受けいれの施策が長期にわたり推進されてきました。しかしながら，1990年代ごろから，

多文化主義はそれぞれの文化を絶対化する本質主義的発想をもち，その結果社会的分裂をまねくも

のであるという議論が次第にたかまってきました。それにかわるものは，社会的統合を優先課題と

する受けいれであり，移民が不利とならないようにさまざまな権利を付与するとともに，ホスト社

会の言語を習得させることを重視します。

　日本では，地域レベルでの在日コリアンとの共生をめざす概念として 1970 年代ごろから「多文

化共生」がつかわれはじめ，近年ではそれ以外の移民グループとの関係についても NPO や自治体

を中心として多用されてきました。2006 年に総務省は「地域における多文化共生社会推進プログ

ラム」を策定し，自治体はそれにしたがう施策を実施することになりました。国が先導するこのプ

ログラムをきっかけとして，多文化共生という概念にたいする疑問や批判が急速にたかまりはじめ

ました。低賃金労働力としての外国人労働者への依存にともなう社会的コストを，本来ならばそれ

を負担しなければならない企業にかわって自治体や地域社会に転嫁する隠れ蓑ではないかという批

判は有力です。

　このような「多文化共生」という語にたいするある種の忌避感の根底には，「文化」とはなにか

という基本的な問いかけがないまま，山積する現実的諸課題への対応としてこの言葉が多用されて

きたという歴史があります。文化にたいする姿勢が明確になれば，多文化共生という語が積極的な

意味あるものとして復活する可能性は十分にあるでしょう。

⑶　研究のアンバランス

　相当の蓄積があるにもかかわらず，日本の移民研究の方向性や研究対象にかなりのアンバランス

が存在していることは否定できません。専門分野別では，法学，社会学，経済学を中心とする社会

科学分野が研究の中心となってきました。法学分野では移民の人権擁護に主要な関心がおかれ，社

会学分野では就労や生活の実態の解明に力点がおかれ，経済学では労働力需給の分析が重点的にな

されています。しかしながら，これらの社会科学分野の研究のおおくについては，移民という行為

主体が，歴史的・社会的・文化的に，送出社会とホスト社会にひいては地球社会全体になにをもた

らすかという問題意識が欠落しているという傾向を指摘できます。付言すれば，経済学分野につい

ては，産業基盤の海外移転やオフ・ショリアングの影響がきわめて重要であるにもかかわらず，そ

の検討が不十分であるようにおもえます。

　エスニック集団別にみると，ブラジル人をはじめとするラテンアメリカ日系人にかんする研究が

圧倒的におおく，中国人およびフィリピン人がそれにつづき，パキスタン人についてもかなりの蓄

積があります。それにたいし，人口の絶対量がおおきい韓国人や，タイ人についての研究はあまり

おおくありません。なお，日本に救済をもとめる難民のなかで重要性のたかいミャンマー出身者や

クルド人についての研究はほとんどありません。

　また，移民の二世・三世はふたつの文化からなる背景をもっており，文化のハイブリッド化をす

すめるためにきわめて重要な役割をはたす可能性をもっていますが，この人びとにたいする関心は

きわめてひくいようにおもわれます。中国からの帰国者についても，残留孤児にくらべて，残留孤

児二世・三世についての研究の立ち遅れが気になります。わたしは，入管統計をみていて中国人の

家族滞在者数が異常におおいことに気づき，それを解明しようとして，1995 年に中国残留孤児二世・

三世にたいする面接調査をおこないました。その結果あきらかとなったことは，1 人の残留孤児が

平均 10 人強の夫・子・孫をともなって帰国しているという事実でした。二世・三世のアイデンティ

ティは，中国人 33.6%，日系中国人 24.7%，中国系日本人 11.6%，日本人 8.9%，「わからない・か

んがえたことがない」21.2%となり，中国人の意識をもつ者が 6 割弱であるのにたいし，日本人の

意識をもつ者は 2 割強にすぎませんでした *9。

　ホスト社会である日本における移民についての蓄積と対比すると，送出国についての研究はいち

じるしくすくなく，しかも断片的です。わたしは，ラテンアメリカ 6 か国で 1999 年になされた意

識調査の結果のうち，ブラジル，アルゼンチン，ボリビアの 3 か国のデータを比較しながら分析し

ました。出稼ぎにたいするたかい評価と出稼ぎ行動の多さとは一致しており，たかい順にボリビア，



224 Migration Policy Review 2014 Vol. 6 225移民政策研究　第６号

アルゼンチン，ブラジルとなりました。これにもっとも影響している要因は，農村性のつよさでし

た *10。

　また，2002 年にはベトナムで，当時失踪率が異常にたかかったベトナム人の研修生・技能実習

生の送りだしの実態について，政府関係機関，労働力輸出企業，日本での研修・実習経験者にたい

する調査をおこないました。その結果あきらかになったことは，日本への送りだしが公的機関であ

る労働力輸出企業により営利を目的としておこなわれており，研修予定者は渡航にさいし多額の経

済的負担を強いられているという事実でした *11。

　ここに指摘した移民研究のアンバランスには，問題意識の希薄さや偏りとならんで，対象の可視

性や合法性をふくむ対象へのアプローチの容易さという要因も関係しているとおもわれます。

⑷　国レベルの受けいれ政策の不在にたいする関心のすくなさ

　日本では，多文化の担い手である移民を積極的に受けいれて，日本社会の活性化や変容をはかろ

うという国レベルの政策は，前述した総務省の 2006 年の「プログラム」以外にはまったく存在し

ません。これを反映してか，入管当局による管理体制についての批判的研究は相当になされていま

すが，移民受けいれがもたらす積極的効果についての考察は，法学分野での国際的比較にもとづく

議論を例外として，ほとんどなされていません。

　この点で参考としうるのは，韓国の事例です。韓国では，従来の入管法にくわえて，2007 年に「在

韓外国人処遇基本法」を成立させました。この法は国際結婚による外国人配偶者の増大などに対処

するための施策をうちだしています。同化主義的色彩がつよいことは否定できませんが，受けいれ

政策の樹立という点では日本に一歩先んじていると判断できます。付言すれば，韓国は日本を模倣

してつくられた研修制度を廃止して，2004 年に雇用許可制度をあたらしく制定したことも評価で

きます。

　強調すべきであるのは，国籍の付与が移民受けいれの有力な手段であるということです。それに

もかかわらず，日本国籍を取得した元外国人について注目する研究はほとんどみられません。それ

は，日本人と外国人という二分法が絶対視されているため，○○系日本人であっても日本人一般の

なかに解消されてしまい，その存在が不可視となっていることに由来します。このような状況にか

んがみ，わたしは 2000 年に日本国籍取得者を対象とする郵送調査を実施しました。日本国籍取得

者は『官報』に公示されますので，それをもとに対象者を抽出したのです。

　その出身国別内訳は，韓国 49%，中国 33%，台湾 5%，その他 12%となりました。日本国籍取得

の理由は，50 歳代に「子どものため」がおおく，逆に 20 歳代には「権利の確保のため」がおおく

なりました。さらに，アイデンティティが出身国と日本に二重に帰属する者は 4 割にたっし，重国

籍を支持する者はなんと 6 割にもたっしました。これらのデータは，国籍取得が手段的であって，

原国籍の放棄を強制することは現実的でないということを示しており，国籍付与についてのあたら

しい発想が要請されているといえます *12。

3　『移民政策研究』からみる移民政策学会の研究動向

　移民政策学会は，いまからちょうど 5 年前の 2008 年 5 月に設立されました。その「設立趣旨」

をみると，世界各国の移民政策が多様に変化しつつあるなかで，「日本においても入国管理政策の

あり方と同時に，国内に居住する外国人および民族的少数者に対する政策（多文化共生政策と呼ばれ

つつある）のあり方が本格的に問われる段階を迎えている。この間，日本では，体系的な政策理念

がないまま外国人労働者を受け入れてきたため，数々の問題や矛盾が増大してきており，---- 体系

的な移民政策が求められるようになっている」とされ，そのため「さまざまな学問分野の研究者の

みならず，実践者とりわけ法律家や国際機関，NGO／NPOの活動者，さらに政策担当者などを含む，

開かれたフォーラムとして『移民政策学会』を立ち上げ，互いの知識・情報・経験を共有し，それ

らをより有効に活用しあうことを目指したい」とうたわれています。

　ここではこの 5 年間の移民政策学会の研究のありかたを，年 1 回刊行され合計 5 冊となった機

関誌『移民政策研究』を素材として検討してみようとおもいます。具体的には，各号の「特集」，「論文」

および「報告」，「投稿論文」をみることとします。なお，特集は，創刊号から第 4 号までは年次大

会のシンポジウム，第 5 号は同じく年次大会のミニシンポでの諸発表をもとに構成されています。

⑴　「特集」の方向性

　5 冊の特集のタイトルは，以下のようになっています。

　創刊号―日本における移民政策の課題と展望

　第 2 号―日本の留学生政策の再構築

　第 3 号―人権政策としての移民政策

　第 4 号―移民の「選別」とポイント制

　第 5 号―「在留カード」導入と無国籍問題を考える

　創刊号の特集論文では，すでに日本社会で生活している移民の統合ないしは移民との多文化共生

政策に力点がおかれ，移民の受けいれ政策がどのような理念にもとづくべきであるのか，受けいれ

のための現実的課題はなんであるのかなどについての検討が不十分という感があります。第 2 号か

ら第 5 号の四つの特集のテーマは，それぞれ重要性をもっていることは認めるとしても，掲載され

た諸論文の多くは個別的事象を場当たり的にフォローするにとどまり，基本的な理念と関連させな

がら議論するという姿勢に欠けるといううらみがあります。

⑵　「論文」および「報告」の方向性

　『移民政策研究』の既刊 5 冊に掲載された特集以外の論文，報告，投稿論文の総数は合計 33 本

あります。その内訳は，論文および報告が 19 本，投稿論文が 14 本です。論文および報告のテー

マはひろく分散していますが，そのなかで多文化共生についてのものと移民家族における子どもに

かんするものとがそれぞれ 3 本ずつあり，やや集中しています。それにつづくテーマは，研修・実
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習制度，在留カード，収容がそれぞれ 2 本ずつです。なお，インド人 IT 技術者にかんするものが

1 本あります。それにたいし，投稿論文では外国の事例を紹介するものが 7 本と半数を占めており，

顕著な集中をみせています。その内訳はドイツが 3 本，韓国が 2 本，台湾とオランダがそれぞれ 1

本ずつとなっています。また，国際結婚および退去強制をテーマとするものがそれぞれ 2 本ずつあ

り，またインド人 IT 技術者をあつかうものが 1 本あります。

⑶　「管理」への回帰にたいする関心の低さ

　2009 年の入管法改定以降，日本の移民政策は「管理」へと回帰する姿勢をいちじるしく強めて

います。それを象徴するものが，この改定法で新設され 2012 年 7 月から実施された「在留カード」

制度です。在留カードは，移民の基本的情報を入管当局がすべて掌握することにより管理を強化す

ることをねらいとしています。すでに述べたように，在留カードについてはたった 2 本の報告が

あるだけで *13，収容および退去強制をあわせても，管理をテーマとする論文および報告はわずか 6

本しかありません。

⑷　「文化」のハイブリッド化にたいする注目の少なさ

　多文化共生をテーマとする 3 本は，施策の説明に重点をおき，文化の変容の具体的プロセスにつ

いてはふれていません。文化のハイブリッド化のもっとも重要な担い手となることが期待される移

民家族の子どもについての論文および報告の 3 本のテーマも，母子家庭（フィリピン人），教育（中

国人），犯罪（ベトナム人）となっており，文化を直接の対象としてはいません。その例外をなすも

のが，国際結婚についての投稿論文の 2 本です。1 本は外国人妻が地域の文化をいかに変容させた

か *14 を，他の 1 本は母国と日本の文化の両立を指向する家族のありかたとその意義を分析してい

ます *15。なお，インド人 IT エンジニアをあつかう投稿論文および論文は，一時滞在の繰りかえし

という移民の新しい形態を指摘しており注目されます *16。

4　コスモポリタニズムとナショナリズム

　以上，移民研究の日本全般および移民政策学会の方向性を概観してきました。そこでは，移民の

積極的受けいれという視点にたつ研究がすくなく，移民するという行動にともなって移民自身の文

化およびホスト社会である日本の文化のそれぞれがどのように変容するのかという視点もほとんど

存在していないということがみいだされました。

　これは，結局のところ，日本における移民研究が総体的にはナショナリズムの呪縛から解き放た

れていないことに由来するとかんがえられます。すなわち移民の受けいれや管理が，あくまでも日

本の国益のみを前提として検討され立案されていることにほかなりません。また，文化についても，

多用される多文化共生という用語にみられるように，日本文化の固定された本質と移民の保持する

文化の固定された本質の存在というフィクションが暗黙のうちに承認されており，その帰結は最終

的にはフィクションとして固定された日本文化の存続を擁護するという形でのナショナリズムの容

認にほかならなくなります。

　ナショナリズムに対抗する基本的概念はコスモポリタニズムです。コスモポリタンは，ヨーロッ

パではもともとは国民や国家の特殊性に挑戦する政治的あるいは文化的普遍性をさしていまし

た *17。『簡約オックスフォード英語辞典』では，形容詞および名詞であるこの語は「世界のあらゆ

る部分に属し，国民的制約から自由である」と定義されています。コスモポリタニズムとは，「国民」

にかえてコスモポリタンの訳語である「地球市民」あるいは「世界市民」を基本的視点としようと

するかんがえかたです。グローバル化が不可避的に進展していくなかで，時代は，ナショナリズム

の呪縛から解放されたコスモポリタニズムにたつ移民研究をつよく要請しています。

⑴　権利としての居住の自由にもとづく移民の積極的受けいれ

　コスモポリタニズムの意義をもっとも明確に提唱した思想家は，イマニュエル・カントでした。『永

遠平和のために』という著作の「第三確定条項」では，「世界市民法は，普遍的な歓待（宇都宮訳で

は「友好」）をもたらす諸条件に制限されなければならない」という命題がたてられています。ここ

で「歓待」とは，外国人が他国の土地に足をふみいれても，それだけの理由でその国の人間から敵

意をもって扱われることはないという権利のこととされます。歓待は，（家族の一員としてあつかわれ

る）賓客（宇都宮訳では「客人」）の権利と，訪問の権利とからなりたっていますが，外国人が要求で

きるのは訪問の権利までです。この権利の根拠として，カントは「人間はもともとだれひとりとし

て，地上のある場所にいることについて，他人よりも多くの権利を所有しているわけではない」とし，

この「地球の表面を共同に所有する権利に基づいて」，すべての人間には訪問する権利が保障され，

その拡大は結局人類を世界市民的体制へと近づけていくと主張します *18。

　ジャック・デリダは，カントの主張する「歓待」に二律背反があるといいます。すなわち，一方

には「歓待の唯一無二の掟」すなわち「限りない歓待の無条件な掟」があり，他方には「つねに条

件づけられ（た），条件的な権利や義務」（（　）は駒井）すなわち「家族，市民社会，そして国家を通過」

していく法 = 権利としての「もろもろの掟」があります。ところで，「歓待の無条件的な唯一無二

の掟は，歓待の掟の上にありながら，もろもろの掟を必要として，それを要請します」。これが歓

待のもつ二律背反にほかなりません *19。

　この二律背反について，デリダは「万国の世界市民たち，もう一努力だ !」と題される講演記録

のなかで，「要は，いかにして権利を変革し進歩させるかを知ることです」とし，さらに歓待の権

利が「身をたもっている歴史的空間のなかで，いったいこの進歩が可能なのか否かを知ることです」

とのべています。つまり，もろもろの法 = 権利が存在する状況のもとで，無条件の歓待の権利を

拡大していく可能性をさぐることが，この二律背反から脱出するみちであるとしているのです *20。

　デリダは，避難を必要とする外国人のもつ本国送還や帰化をともなわない庇護される権利すなわ

ち庇護権を歓待の最優先事項として提示しており，その重要性の指摘がこの講演の主要テーマと

なっています*21。ハンナ・アーレントによれば，ヨーロッパ世界にはかつては庇護権が存在しており，

「一国家の権力範囲から逃れた亡命者にたいしては自動的に他の国家共同体の保護が開かれ，それ

によって何びとたりとも完全に無権利に，もしくは完全に法の保護外に置かれることのないように
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されていた」のですが，それはわれわれの時代においては「すでに滅びている」とされます *22。

　アーレントは，庇護権が保証されなければならない人びとの筆頭に，民族―領土―国家の三位一

体から諸事件によって放り出された亡命者をふくむ「故国を持たぬ無国籍者」をあげます。「国籍

を持つことで保証されていた権利を一旦失った人々は，すべて無権利のままに放置された」*23 の

です。少数民族もまた，国家をもたない民族であるために，いかなる国家によっても保護されるこ

とがなく，住む国の好意にすがって生きることしかできないとされます *24。

⑵　文化のハイブリッド化という絶対的要請

　アーレントは，文化的同質性と異質性が政治共同体や文明にたいしてあたえる影響について，つ

ぎのように概括しています。「高度に発展した政治共同体は，つねに外国人にたいする敵意を示す

傾向があるが，その理由は，外国人は自国人よりもはるかに明瞭に自然によって与えられた変える

ことのできない相違を顕示するからである。同じ理由からこれらの政治共同体は人種的同一性にあ

れほど宿命的に執着するのであり，異質な人々を同化し得ないことが原因となって滅亡することも

多いのである」。

　「謎に満ちた所与の相違性という暗い背景を切り捨てあるいは縮小させ，自然の与えた無限の多

様性を均一化することに成功した文明は，化石化という周知の形で滅びるか，あるいはその文明が

もはや同化し得ない野蛮人部族によって踏みにじられ，野蛮人が新しい支配を打ちたてることにな

る」*25。つまり，アーレントにしたがえば，高度に発展した政治共同体であれ文明であれ，そのさ

らなる発展のためには，異質性を受けいれながらハイブリッド化することが絶対的に要請されてい

るのです。

　ポストコロニアリズムも，このような文化のハイブリッド化の必然性を承認しながら，議論をす

すめています。その有力な理論家であるホミ・K・バーバは，とりわけ文化の越境性を重視し，「従

属，支配，ディアスポラ，強制追放に服した者たちからこそ，我々は生と思考について永遠の教訓

を得ることができる。――生き残る戦略としての文化は，民族をまたぐものであると同時に言語を

またぐものである」と主張します。文化がこのような越境性をもつのは，奴隷貿易と年季契約労働，

第三世界から西洋への移民の受けいれ，第三世界の内部と外部での経済的政治的難民の交換などと

ともに，地球的規模となったメディア・テクノロジーの領土的野心があるからだとされます *26。

　わたし自身は，ヘールト・ホフステードの議論を参考としながら *27，文化を行動様式などの日

常文化と哲学・芸術・宗教などの高い文化に区分してハイブリッド化をかんがえたいとおもいま

す。日常文化については，わたしは 1997 年から 1998 年にかけて面接による「世界市民的価値意

識にかんする調査」を，日本に滞在する外国人と日本人にたいして実施しました。この調査ではホ

フステードの価値観についての指標を参考としながら，あたらしい尺度をつくりました。その結果

をみると，「権力格差の拒否」はアメリカ人に，「規則万能主義の拒絶」は中国人に，「寛容性」は

ブラジル人に，社会関係資本としての「信頼性」は日本人にそれぞれたかくなりました *28。つまり，

これら外国人の存在は，日本社会の日常的な行動を変容させる可能性をもち，同様のことは外国人

についてもなりたつといえます。

⑶　ディアスポラという概念の意義

　文化のハイブリッド化という要請にもっともこたえることのできる存在としてディアスポラがあ

ります。ディアスポラは，「分散する」「拡散する」「まき散らす」などの意味をもつギリシア語の

動詞を起源とするものであり，近年ユダヤ人ばかりでなく国境をこえて別の土地に定住する人びと

をさす概念としてひろくつかわれるようになってきました。ディアスポラにかんする指導的研究者

であるロビン・コーエンによれば，ディアスポラとは，実在しようと観念上の存在であろうと「ふ

るさとの地」との観念的ないし実際的な結びつきがあり，つよいエスニック集団意識をたもちつづ

けながらホスト社会で暮らす人びとをさします *29。

　ディアスポラという概念の成立をたすけた源泉のひとつは，越境性のたかい文化をもつカリブ人

への着目でした。カルチュラル・スタディーズの代表者であるステュアート・ホールによれば，「カ

リブの文化的アイデンティティの位置化と再位置化を少なくとも三つの「現前」――アフリカ的「現

前」，「ヨーロッパ的現前」，そして第三のもっとも曖昧な全ての現前，つまり変異するアメリカ的「現

前」――に関連づけて再考することができる」とされます。アフリカ的現前とは抑圧されたものの

場所であり，奴隷経験のもとでもいたるところに存在していました。ヨーロッパ的現前とは暴力，

敵対性，抑圧ばかりでなく，その権力がとりこまれてカリブのアイデンティティの構成要素になっ

てもいます。「新世界」的現前としてのアメリカ的現前は，多様性や雑種性と差異のはじまりその

ものです *30。

　カリブ人にとどまらず黒人全体の文化史を検討したのはポール・ギルロイです。かれは，ヨーロッ

パ，アメリカ，アフリカ，カリブのあいだを移動する船のイメージからえられた *31，「ブラック・

アトランティック（黒い大西洋）」とよばれる間文化的でトランスナショナルな編成のもつ意味に注

目します*32。離散した黒人たちが，もはや黒人たちだけが占有しているのではない二重の焦点をもっ

た，クレオール化，混血化，ハイブリッド性を特徴とする文化の形式をつくりだしたからです *33。

黒人の文化史にかんするナショナリズム的な思考のさまざまなパラダイムは，ブラック・アトラン

ティックという編成に直面するとき，役にたたなくなってしまいます。

　コーエンは，ディアスポラの諸類型とその主要なエスニック集団を以下のように提示しています。

原型的―ユダヤ人，犠牲者―アフリカ人（奴隷）とアルメニア人（大量虐殺），労働―インド人，帝

国―イギリス人，交易―中国人とレバノン人，ビジネス―不特定，脱領土化―カリブ人およびシン

ド人・パルシー教徒。脱領土化ディアスポラは，あるエスニック集団の文化が伝統的な領土にもと

づく参照点をうしない，可動的な複数の場所性をもつようになったときに形成されます *34。

　ディアスポラの重要性にかんがみて，わたしは主として 15 世紀以降の全地球的なディアスポラ

の移動を出身地域別に俯瞰する「叢書グローバル・ディアスポラ」全 6 巻を監修し，2009 年から

2011 年にかけて刊行しました。それらは，東アジア，東南・南アジア，中東・北アフリカ，ヨーロッ

パ・ロシア・アメリカ，アフリカ，ラテンアメリカから構成されています *35。

⑷　コスモポリタン・デモクラシーとディアスポラ公共圏

　デヴィッド・ヘルドは，国民国家を単位とするステイト・システムによる統治ではなく，地球市
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民によるグローバルな統治の必要性を提唱しました。民主主義の正当性は最終的にはトランスナ

ショナルにのみ保証されますから，そのような統治はコスモポリタンな民主主義法の確立を要請し

ます。そこでは，人びとは「すぐ隣の政治的共同社会の市民であるかもしれないし，彼らの生活に

影響を与えるより広い地域や地球的なネットワークの市民であるかもしれない。こうしたコスモポ

リタンな政治体は形態と内容において，境界内と境界横断的に機能する権力と権威の多用な形態を

反映し包含する」のです *36。

　アルジュン・アパデュライは，ヘルドと問題意識を共有しながらも，グローバル化のもとでとり

わけディアスポラの公共圏 *37 のもつ重要性を指摘します。電子メディアと大規模な移動により特

徴づけられる現在の世界にあっては，「領土上は分断されている多様な個人が，それにもかかわらず，

自らのディアスポラ的な立場や発言にふさわしい，想像力と関心の共同体を形成しつつある」*38

からです。

　これと関連して，近年注目されてきたのが出身地の開発を促進する行為主体としてのディアスポ

ラの役割です。コーエンは，「開発の担い手」であるディアスポラの存在に注目しています。送金

量が莫大であるばかりでなく，非効率で腐敗しがちな政府に援助をあたえるよりも，ディアスポラ

をつうじて援助をあたえるほうが好ましいからです *39。カースルズとマーク・J・ミラーもまた，

移民は，海外送金，技術やかんがえかたの移転としての「社会的送金」，頭脳流出から頭脳循環へ

の変化，一時的あるいは循環的移民の登場などにより，開発に利益をもたらすとしています *40。

　付言すれば，カースルズは循環的移民が移民のあたらしい類型であることを強調しています。こ

れまでの類型とちがって，循環的移民はきわめて柔軟性にとんでいます。この人びとが移動する契

機としては，教育，結婚，生きかたの模索，引退などがあります *41。ウィリアム・バリガもまた，

こんにちの移民のありかたのなかで一時滞在性がますます一般的となってきたことを指摘していま

す。季節的農業労働者や契約労働者ばかりでなく，学生，インターン，研修生，研究者なども一時

的滞在者を構成しています *42。

5　おわりに

　この講演では，まず日本における移民研究全般および移民政策学会の研究動向を概観し，両者に

共通する特徴として，総体的にナショナリズムの呪縛から解き放たれていないことをみいだしまし

た。最後の部分では，ナショナリズムにかわる理論的立脚点としてのコスモポリタニズムのもつ可

能性に言及しました。そのなかでは，とくに文化のハイブリッド化とその担い手としてのディアス

ポラの重要性に注目しました。

　

付記：本稿は，2013 年 5 月 11 日に開催された 2013 年度年次大会における特別講演の内容である。
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As for general tendencies of migration studies in Japan for the first period till early 1990s when massive 

immigration of foreign workers started in later 1880s, the author’s work became the first comprehensive 

empirical study. In addition, the so-called 1990 immigration control regime was established.

As for the second period after early 1990s, researches viewing immigrants as living people, as well as 

arguments on the validity of the concept of “multicultural symbiotic society” in 2000s are conspicuous.  

Researches of this period are characterized by the lack of interests in immigrants as the agents for social 

change as well as disregards of the absence of immigrants acceptance policy at national level. 

Next, overview of research tendencies of our association reveals low interests for the recent remarkable 

retrogression of immigration policy towards the control of foreigners as well as little attentions for the 

hybridization of cultures.

The theoretical standpoint should not be on nationalism but on cosmopolitanism.  The basic principles 

of the latter is acceptance of immigrants.  To achieve hybridization of cultures and the establishment of 

cosmopolitan democracy, the role of diasporas together with the creation of public spheres by diasporas is 

important.
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